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（１）処分を行う場合 
①構造基準に適合していない揚水施設で地下水を採取しているとき 
（構造の特例承認を受けているもの及び構造基準への適合が猶予されているものを除く） 
②特例承認を受けた揚水施設で地下水を採取する者が、当該揚水施設の構造もしくは使用の方法を変更して地下水を採取している場合 
③特例承認を受けた揚水施設で地下水を採取する者が、当該揚水施設の承認に係る用途以外の用途に供するための地下水を採取してい

る場合 
 
（２）処分の内容、程度 
揚水施設の構造もしくは使用の方法の改善命令又は、揚水施設の構造の特例承認に係る佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則

で定める用途以外の用途に供する地下水の採取停止命令 
 
 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与※ 

処理 
機関 

 環境課 交付 
機関 

 環境課   目次
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※ 停止命令の場合 
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佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則で定める用途 
① 道法の規定による簡易水道事業又は、佐賀県小規模水道条例の規定による小規模水道事業の用途 
② 防又は防災の用途 
③ 下水に関する試験研究の用途 
④ 農業用で異常干ばつ時に応急的に使用するかんがいの用途又は新規干拓地で地表水による導水計画が策定されている地域に 
おいて暫定的に使用するかんがいの用途 

⑤ 前各号に掲げる用途以外の用途に供する地下水を採取する揚水施設で条例第２４条第２項に規定するものを廃止し、当該 
揚水施設に代えて、揚水施設の吐出口の断面積の合計が従前の揚水施設の吐出口の断面積の合計以下のものを設置する場合 
において、その揚水施設が次のいずれかに該当するときにおける従前の揚水施設に係る地下水の用途と同一の用途 
ア 吐出口の断面積の合計が２１平方センチメートル以下のものにあっては、ストレーナーの位置が従前の揚水施設に係る 
ストレーナーの位置以深にあるもの 

イ 吐出口の断面積の合計が２１平方センチメートルを超えるものにあっては、当該揚水施設に係る地下水の仕様の合理化 
を行ったにもかかわらず、なお当該揚水施設の設置が必要と認められるときであって、ストレーナー一が構造基準に適合 
するか従前の揚水施設に係るストレーナーの位置以深にあるもの 
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